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明
治
天
皇
御
製

　
　

花
く
は
し
櫻
は
あ
れ
と
此
や
と
の

　
　
　

世
々
の
こ
ゝ
ろ
を
我
は
と
ひ
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―

『
明
治
天
皇
紀
』
所
載―

　

冒
頭
の
御
製
は
明
治
八
年
四
月
四
日
、
主
上
が
水
戸
徳
川
家
当

主
、
昭
武
公
の
小
梅
邸
（
現
在
、
隅
田
公
園
）
に
行
幸
の
折
の
御
歌

で
あ
る
。
折
し
も
、
隅
田
川
両
岸
の
「
桜
花
将
に
錠
び
ん
と
す
」

る
と
き
、
小
梅
邸
の
桜
木
も
晴
や
か
に
、
主
上
を
奉
迎
申
上
げ
た
。

木
村
武
山
画
伯
の
『
明
治
天
皇
小
梅
邸
行
幸
の
図
』（
明
治
神
宮

絵
画
館
蔵
）
は
、

こ
の
日
の
光
景
を
よ
く
象
徴
し
て
ゐ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
美
し
い
桜
花
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
主
上
は
そ

の
日
、
水
戸
歴
代
の
藩
主
、
就
中
二
代
藩
主
光
圀
（
義
公
）、
九

代
藩
主
斉
昭
（
烈
公
）―

両
公
の
麗
し
い
真
心
に
、
親
し
く
出
会

ふ
こ
と
が
で
き
た
と
、
そ
の
叡
感
を
、
御
製
に
托
し
て
ご
述
懐
遊

ば
さ
れ
た
。

　

さ
て
、
主
上
の
小
梅
邸
行
幸
は
、
明
治
八
年
三
月
三
十
一
日
宮

内
省
か
ら
通
達
が
あ
り
、
四
月
二
日
に
正
式
に
発
表
さ
れ
た
。
ま

た
、
四
月
四
日
の
小
梅
邸
行
幸
の
模
様
は
、『
明
治
天
皇
紀
』

（『
天
皇
紀
』
と
略

す
。
以
下
同
。

）
に
（
1
（

詳
し
い
記
録
が
掲
載
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
『
天

皇
紀
』
に
拠
れ
ば
、
主
上
は
「
四
日　

正
院
に
臨
幸
」
後
、
小
梅

邸
に
蹕ひ
つ

を
駐
め
た
ま
ひ
、
義
、
烈
、
二
公
の
遺
書
等
を
天
覧
、
そ

し
て
昭
武
公
等
一
門
親
族
の
方
々
に
謁
を
賜
は
つ
た
。
と
く
に
、

烈
公
の
生
母
瑛
想
院
に
は
、「
真
綿
三
巻
・
縮
緬
一
巻
」
を
下
賜

さ
れ
、「
慰
諭
」
し
給
う
た
と
い
ふ
。
主
上
の
小
梅
邸
御
臨
幸
後

花
く
は
し
…

―

明
治
天
皇
御
製
と
義
烈
二
公
の
遺
勲―

照

沼

好

文

随

想
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間
も
な
い
四
月
二
十
六
日
、
瑛
想
院
は
他
界
さ
れ
て
ゐ
る
。

　

尋
い
で
、
小
梅
邸
内
の
離
亭
下
を
流
れ
る
隅
田
川
に
、
六
十
隻

の
漁
舟
が
二
手
に
分
れ
て
網
を
引
く
豪
壮
な
漁
夫
の
姿
を
、
主
上

は
桜
花
の
間
に
天
覧
遊
ば
さ
れ
た
。
再
び
主
座
に
復
御
の
主
上
は
、

昭
武
公
を
召
さ
れ
、
優
渥
な
勅
語
を
賜
は
つ
て
ゐ
る
。

　
　

･

朕
親
臨
シ
テ
光
圀
齊
昭
等
ノ
遺
書
ヲ
觀
テ
其
功
業
を
思
フ　

汝
昭
武
遺
志
ヲ
繼
キ
其
能
ク
益
勉
勵
セ
ヨ

㈡

　

と
こ
ろ
で
、
と
く
に
明
治
の
維
新
復
古
の
源
流
が
、
近
世
初
頭

に
お
け
る
義
公
の
学
問
事
業
に
渕
源
す
る
と
こ
ろ
甚
大
で
あ
り
、

か
つ
こ
の
義
公
の
先
駆
的
役
割
は
、
多
く
の
人
び
と
か
ら
高
い
評

価
を
得
て
ゐ
る
。

　

た
と
へ
ば
、
早
く
も
維
新
後
間
も
な
い
一
八
七
六
年
の
時
点
に

お
い
て
、
米
国
人
Ｗ
・
Ｅ
・
グ
リ
フ
ィ
ス
博
士
は
、「
日
本
近
世

変
革
論
」
の
中
に
（
2
（

、
義
公
の
遺
業
を
評
価
し
て
ゐ
る
。

　
　

･

特
に
、
水
戸
藩
は
学
者
の
数
、
能
力
、
活
動
の
面
に
お
い
て

注
目
に
価
す
る
。
そ
の
中
に
は
学
識
あ
る
中
国
の
亡
命
者
で
、

藩
侯
の
顧
問
と
し
て
招
聘
さ
れ
た
学
者
も
ゐ
る
。
水
戸
藩
の

古
典
研
究
は
、
そ
れ
ら
の
学
者
達
の
所
産
で
あ
る
が
、
皇
室

を
支
持
す
る
世
論
形
成
に
は
、
非
常
に
大
き
な
影
響
力
を
も

つ
た
。
水
戸
第
二
代
藩
主
〔
光
圀
〕（
一
六
二
（
マ
ヽ
（二―

一
七
〇
〇
）

は
、
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ー
氏
が
最
初
に
指
摘
し
た
や
う
に
、

「
一
八
六
八
年
に
最
頂
点
に
達
し
た
革
新
運
動
の
真
の
創
始

者
（
（
（

」
で
あ
る
と
、
当
然
考
へ
ら
れ
る
。
光
圀
は
、
日
本
各
地

か
ら
多
数
の
学
者
を
招
き
、
大
日
本
史
編
纂
に
着
手
し
た
。

大
日
本
史
は
漢
文
体
で
執
筆
さ
れ
、
二
四
三
巻
（
本
紀
・
列

伝
）
か
ら
成
る
。
一
七
一
五
年
に
完
成
し
た
バ
ン
ク
ロ
フ
ト

氏
の
『
ア
メ
リ
カ
合
衆
史
』Bancroft ’s･ “H

istory･of･the･
U

nited･States ”,･1（（4-（4.

と
同
じ
や
う
に
、
直
ち
に
権
威

の
あ
る
史
書
に
な
つ
た
が
、
こ
れ
は
稿
本
で
保
存
さ
れ
、
熱

心
な
学
者
達
に
よ
つ
て
、
一
八
五
一
年
ま
で
次
々
と
書
き
継

が
れ
た
。
水
戸
の
場
合
、
大
日
本
史
以
外
の
書
も
同
様
で
あ

る
が
、
そ
の
史
書
の
傾
向
は
、
真
の
且
唯
一
の
権
威
の
源
泉

で
あ
る
ミ
カ
ド
に
民
衆
の
心
を
向
け
、
将
軍
は
武
力
を
も
つ

て
政
権
を
と
つ
た
簒
奪
者
で
あ
る
、
と
い
ふ
歴
史
的
事
実
を

指
摘
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
。（
原
英
文
、
和

訳
は
筆
者
。
）

　

つ
ま
り
、
博
士
は
維
新
の
原
由
を
遠
く
近
世
初
頭
の
武
士
層
に

お
け
る
学
問
の
勃
興
か
ら
説
き
起
し
、
と
く
に
義
公
の
学
問
事
業

に
注
目
し
て
ゐ
る
。
そ
の
上
、
義
公
を
維
新
運
動
の
先
駆
者
、
或

ひ
は
首
唱
者
と
し
て
考
察
し
、
評
価
し
て
ゐ
る
点
が
特
筆
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
か
う
し
た
義
公
の
遺
旨
を
継
述
し
た
烈
公
は
、
専

ら
「
藩
屏
ノ
職
ヲ
竭
シ
、
朝
廷
ノ
徏ひ

鋪ほ

タ
ラ
ン
コ
ト
」
を
念
じ
て
、

幕
府
に
屢
々
「
大
計
長
策
ヲ
献
ジ
、
天
下
ノ
諸
侯
ニ
先
テ
」
勤
王
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の
功
烈
が
あ
つ
た
と
、
明
治
の
碩
学
栗
田
寛
博
士
は
述
べ
て
ゐ
る
。

　

而
も
、
博
士
は
、

　
　

･
天
下
忠
義
慷
慨
ノ
士
ミ
ナ
其
風
ヲ
聞
キ
、
其
志
ヲ
感
ジ
雲
合

霧
集
シ
テ
勤
王
ノ
説
ヲ
主
張
シ
、
遂
ニ
復
古
ノ
業
ヲ
成
シ
、

万
民
ヲ
シ
テ
朝
廷
維
新
ノ
徳
沢
ヲ
被
ラ
シ
ム
、
是
一
人
独
力

ノ
能
為
ス
所
ニ
非
ズ
、
天
下
忠
義
ノ
士
協
心
戮
力
ノ
致
ス
所

ト
雖
モ
、
恐
ラ
ク
ハ
烈
公
奮
発
鼓
動
ノ
力
ニ
非
ズ
ト
謂
フ
ベ

カ
ラ
ズ
。（『
水
戸
藩
史
料
』
下

編
、
一
二
四
三
頁

）

　

と
烈
公
の
功
烈
を
称
へ
、
か
つ
明
治
維
新
の
由
つ
て
来
た
る
と

こ
ろ
を
喝
破
し
て
ゐ
る
。

　

さ
き
の
グ
リ
フ
ィ
ス
博
士
は
、
維
新
復
古
の
原
由
に
つ
い
て
、

か
う
述
べ
て
ゐ
る
。

　
　

･

幕
府
の
崩
壊
、
王
政
復
古
か
つ
朝
廷
と
幕
府
と
の
二
重
構
造

の
政
体
及
び
封
建
制
の
廃
止
等
の
直
接
的
原
因
は
、
日
本
国

土
へ
の
異
邦
人
の
出
現
に
由
る
も
の
で
あ
つ
た
と
す
る
説
は
、

今
日
欧
米
に
お
け
る
一
般
的
表
現
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
日

本
に
居
住
し
、
こ
の
国
の
思
潮
に
関
し
て
、
或
ひ
は
こ
の
国

の
歴
史
を
学
ん
だ
者
は
、
こ
の
意
見
に
は
到
底
同
調
で
き
な

い
。
異
邦
人
即
ち
彼
ら
の
考
へ
方
は
、
政
治
の
二
重
体
制
を

崩
壊
し
た
原
因
で
は
な
く
、
そ
れ
は
近
因
に
眼
を
奪
は
れ
て

ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
体
制
の
崩
壊
は
異
邦
人

の
渡
来
以
前
か
ら
、
す
で
に
進
行
中
で
あ
つ
た
原
因
に
よ
つ

て
き
ざ
し
、
か
つ
異
邦
人
の
出
現
は
回
避
不
可
能
の
状
態
に

あ
つ
た
も
の
に
、
單
に
加
速
を
与
へ
た
に
す
ぎ
な
い
。（
英
文
『
皇

国
』、
二

九
一
頁
。）

　

維
新
直
後
に
来
日
し
、
直
接
明
治
四
年
の
廃
藩
置
県
と
い
ふ
制

度
の
大
変
革
を
経
験
し
た
グ
リ
フ
ィ
ス
博
士
の
主
張
に
は
十
分
説

得
力
が
あ
り
、
ま
た
傾
聴
に
価
す
る
も
の
が
あ
る
で
あ
ら
う
。

　

主
上
の
小
梅
邸
行
幸
の
日
、
昭
武
公
は
義
烈
二
公
の
遺
書
を
天

覧
に
供
し
て
ゐ
る
が
、
そ
の
遺
書
中
、
と
く
に
老
中
堀
田
正
睦
に

建
議
し
た
烈
公
の
書
簡
一
通
の
借
覧
を
、
主
上
は
望
ま
れ
た
。
こ

の
経
緯
に
つ
い
て
、
栗
田
博
士
は
当
日
主
上
に
随
行
し
た
福
羽
美

静
の
直
話
と
し
て
、『
天
朝
正
学
』、『
勅
語
講
義
』
等
の
書
物
の

な
か
に
記
載
し
て
ゐ
る
。
博
士
の
『
勅
語
講
義
』
に
拠
れ
ば
、

　
　

･

私
〔
栗
田
博
士
〕
が
先
年
東
京
に
出
て
、
福
羽
氏
に
遇
つ
た

時
、
氏
が
申
す
に
は
、
先
年
主
上
が
小
梅
の
徳
川
邸
に
行
幸

あ
ら
せ
ら
れ
た
時
に
、
義
公
、
烈
公
の
遺
書
を
御
覧
に
な
り

た
い
と
、
…
御
仰
せ
遊
ば
さ
れ
た
。
す
る
と
、
貞（
烈
公
夫
人
（

芳
院
夫
人

と
松（
昭
武
公
（戸様
が
御
相
談
で
、
一
通
の
封
じ
た
ま
ゝ
の
書
附
を
持

つ
て
来
て
、
御
覧
に
供
へ
た
。
さ
う
す
る
と
、
主
上
は
之
を

内
務
卿
大
久
保
利
通
に
御
渡
し
に
な
ら
れ
、
手
前
読
ん
で
み

よ
と
遊
ば
し
た
時
に
、
利
通
其
れ
を
一
読
し
て
、
泣
い
て
奏

し
て
曰
ふ
に
、
嗚
呼
開
国
論
は
、
…
ま
づ
己
れ
が
始
め
と
、

今
日
ま
で
自
負
し
て
居
り
ま
し
た
。
然
る
に
烈
公
に
已す
で

に
此
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の
論
が
あ
つ
て
み
る
と
、
烈
公
は
私
ど
も
よ
り
も
先
に
、
開

国
を
な
さ
れ
た
人
で
あ
る
。
し
て
見
れ
ば
、
烈
公
よ
り
先
の

人
は
な
い
。
私
は
ど
う
も
恥
ぢ
入
つ
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す

と
申
上
げ
た
。
主
上
に
お
か
れ
て
も
、
始
め
て
其
の
事
を
御

聞
き
遊
ば
さ
れ
て
、
叡
感
あ
ら
せ
ら
れ
て
、
其
の
一
封
を
借

り
て
往
く
と
仰
せ
ら
れ
、
そ
の
書
を
御
持
ち
帰
り
に
な
ら
れ
、

之
れ
を
福
羽
美
静
氏
に
御
渡
し
に
な
り
、
…
ど
う
云
ふ
趣
旨

か
を
朕
に
聞
か
せ
よ
と
、
御
仰
せ
遊
ば
さ
れ
た
。
先
日
福
羽

氏
か
ら
、
之
れ
は
先
生
も
御
承
知
あ
る
ま
い
と
、
か
う
云
は

れ
ま
し
た
が
、
私
も
始
め
て
聞
い
て
驚
き
ま
し
た
。
先
づ
其

の
時
は
半
信
半
疑
で
し
た
。（『
勅
語
講
義
』）

･

と
、
主
上
の
高
覧
に
供
し
た
烈
公
の
書
簡
に
つ
い
て
、
栗
田
博

士
は
福
羽
美
静
の
直
話
を
伝
へ
て
ゐ
る
。

㈢

　

さ
て
、
こ
の
書
簡
は
安
政
四
年
十
一
月
十
五
日
に
認
め
、
烈
公

自
ら
米
国
渡
航
の
こ
と
を
、
老
中
堀
田
正
睦
に
建
議
し
て
、
所
謂

「
出で

交こ
う

易え
き

論
」
を
主
張
し
た
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に

も
、
烈
公
は
嘉
永
六
年
の
ペ
リ
ー
来
航
以
来
、
再
度
（
嘉
永
六
年
八

月
、
安
政

元
年

正
月
）
に
亘
っ
て
、「
出
交
易
論
」
を
幕
府
に
進
言
し
て
ゐ
る
が
、

こ
の
た
び
天
覧
に
供
し
た
書
簡
に
は
、
米
国
総
領
事
ハ
リ
ス
の
江

戸
の
地
に
お
け
る
商
館
設
置
、
交
易
に
対
し
て
、
わ
が
方
か
ら
米

国
に
赴
き
交
易
を
始
め
た
い
と
、
所
謂
出
交
易
を
主
張
し
て
、
こ

れ
を
建
白
し
て
ゐ
る
。

　

安
政
三
年
七
月
二
十
一
日
、
米
国
総
領
事
ハ
リ
ス
が
下
田
に
来

航
し
、
同
年
八
月
五
日
柿
崎
の
玉
泉
寺
に
領
事
館
を
置
き
、
米
国

旗
を
掲
揚
し
て
永
住
の
意
志
を
示
し
た
。
ハ
リ
ス
は
下
田
駐
在
を

幕
府
に
許
容
さ
せ
た
上
で
、
幕
府
に
書
簡
を
呈
し
て
、
大
統
領
の

親
書
を
将
軍
に
奉
呈
す
る
た
め
、
参
府
会
見
を
求
め
た
が
、
こ
れ

に
は
通
商
条
約
締
結
等
の
問
題
も
あ
つ
た
の
で
、
阿
部
老
中
、
烈

公
ら
は
ハ
リ
ス
の
要
請
に
容
易
に
承
諾
を
与
へ
な
か
つ
た
。

　

し
か
し
、
安
政
四
年
六
月
十
七
日
阿
部
正
弘
の
卒
去
。
嘉
永
六

年
七
月
以
来
の
烈
公
の
幕
政
参
与
職
は
、
阿
部
老
中
の
卒
去
を
機

会
に
七
月
二
十
三
日
免
ぜ
ら
れ
、
老
中
堀
田
正
睦
が
幕
閣
の
全
権

と
な
つ
た
。
烈
公
が
参
与
を
罷
免
さ
れ
た
翌
二
十
四
日
、
幕
府
は

ハ
リ
ス
の
出
府
登
城
を
許
可
す
る
旨
を
徳
川
三
家
に
通
達
し
、
諸

侯
に
も
こ
れ
を
公
布
す
る
と
同
時
に
、
幕
閣
人
事
の
変
更
を
発
表

し
て
ゐ
る
。

　

か
く
し
て
、
同
年
十
月
七
日
ハ
リ
ス
は
下
田
を
発
し
て
出
府
、

二
十
一
日
登
城
、
将
軍
謁
見
、
老
中
堀
田
正
睦
を
経
て
大
統
領
の

親
書
を
、
将
軍
家
定
に
捧
呈
し
て
ゐ
る
。
再
び
二
十
六
日
ハ
リ
ス

は
堀
田
邸
を
訪
れ
、
老
中
と
会
見
し
て
世
界
の
大
勢
を
論
じ
、
和

親
交
易
の
急
務
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
ゐ
る
。
こ
の
時
の
堀
田
老

中
と
ハ
リ
ス
の
会
談
は
、
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･

安
政
四
年
巳
十
月
廿
六
日
堀
田
備
中
守
殿
宅
に
お
ゐ
て
亜
墨

利
加
使
節
申
立
之
趣（（
（

　

と
し
て
口
述
筆
記
さ
れ
て
ゐ
る
。

　

こ
れ
に
は
、
ハ
リ
ス
の
陳
述
の
要
点
を
、
全
一
六
七
ヶ
条
の
箇

条
書
に
整
理
さ
れ
て
ゐ
る
。

　

因
み
に
、
こ
れ
を
要
約
し
て
み
る
と
、
大
体
つ
ぎ
の
六
項
目
が

注
目
さ
れ
る
。

　

一･

、
米
合
衆
国
は
他
国
の
領
土
に
対
し
て
、
毫
も
野
心
を
も
つ

て
ゐ
な
い
。

　

一･

、
五
十
年
以
来
、
西
洋
の
交
通
発
達
は
目
覚
し
く
、
世
界
を

一
団
と
な
す
傾
向
に
あ
る
。

　

一･

、
こ
の
世
界
的
同
盟
を
支
障
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
を

排
除
す
る
必
要
が
あ
る
（
暗
に
わ
が
鎖
国
政
策
の
危
険
を
諷
示

す
る
）。

　

一･

、
就
い
て
は
、
日
本
に
お
い
て
も
、
外
国
使
節
の
都
下
駐
在

と
、
自
由
に
貿
易
を
営
む
こ
と
と
の
二
件
を
許
容
す
る
こ
と

を
求
め
て
ゐ
る
。

　

一･

、
欧
州
諸
国
の
恐
る
べ
き
こ
と
と
同
時
に
、
貿
易
の
利
益
の

大
き
い
こ
と
を
説
き
、
か
つ

　

一･

、
現
今
世
界
の
形
勢
は
、
一
国
の
孤
立
を
許
さ
な
い
の
で
、

速
や
か
に
日
本
は
米
国
と
の
通
商
条
約
を
結
ん
で
、
国
本
を

固
め
る
こ
と
の
緊
急
性
を
強
調
し
、
条
約
締
結
を
求
め
て
ゐ

る
。

　

以
上
の
や
う
な
点
に
つ
い
て
、
ハ
リ
ス
は
陳
述
し
て
ゐ
る
。
当

日
の
老
中
と
の
会
談
に
つ
い
て
、
ハ
リ
ス
は
満
足
の
意
を
表
し
て

ゐ
る
。
そ
の
記
録
の
末
尾
に
、

　

一･

、
今
日
申
上
候
儀
御
取
用
ひ
相
成
、
日
本
安
全
之
御
申
立
と

相
成
候
（
へ
ば
）
無
二

此
上
一

幸
之
義
ニ
御
座
候
（1（（-1（4

）

　

一･

、
今
日
は
私
一
世
中
之
幸
之
日
ニ
御
座
候
（1（（-1（5

）（
句

読

点
、
反

点
、
整
理
番
号

は
、
筆
者
附
す
。）

　

と
。

　

尋
い
で
、
幕
府
は
同
年
十
一
月
十
一
日
に
至
つ
て
徳
川
三
家
を

は
じ
め
諸
侯
に
、
さ
き
の
記
録
を
示
し
て
意
見
を
も
と
め
て
ゐ
る
。

水
藩
に
対
し
て
も
、

　
　

･

亜
墨
利
加
使
節
申
立
之
趣
、
別
冊
之
通
有
レ

之
候
間
、
御
存

慮
之
程
、
早
々
被
二

仰
立
一

候
様
可
レ

被
レ

成
候
、
此
段
水
戸
殿
、

前
中
納
言
殿
へ
可
レ

被
二

申
上
一

候
事
（『
水
戸
藩
史
料
』
上
編
乾
）

　

と
、
と
く
に
慶
篤
、
烈
公
の
意
見
を
も
と
め
て
ゐ
る
。
そ
の
結

果
、
十
一
月
十
五
日
烈
公
は
書
簡
を
認
め
て
、
急
遽
堀
田
正
睦
に

呈
し
て
ゐ
る
。
そ
の
書
簡
が
、
明
治
天
皇
の
小
梅
邸
行
幸
の
折
に
、

天
覧
に
供
し
た
建
言
書
で
あ
る
。
幸
に
『
水
戸
藩
史
料
』、
栗
田

博
士
著
『
天
朝
正
学
』
中
に
同
書
簡
は
、
収
録
さ
れ
て
ゐ
る
が
、

か
な
り
長
文
の
文
面
な
の
で
、『
水
戸
藩
史
料
』
所
載
の
資
料
を

参
考
し
て
、
そ
の
解
説
を
見
れ
ば
、
つ
ぎ
の
や
う
に
記
さ
れ
て
ゐ
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る
。

　
　

･
同
十
五
日
斉
昭
は
更
に
一
大
策
論
を
閣
老
に
与
へ
、
彼
の
米

使
の
要
求
に
対
す
る
処
置
の
容
易
な
ら
ざ
る
こ
と
を
痛
感
し
、

特
に
自
ら
米
国
に
渡
航
し
て
彼
の
要
求
を
斥
け
、
或
は
出
交

易
を
以
て
、
内
地
の
交
易
に
交
へ
ん
と
の
事
を
内
議
せ
り
、

其
の
意
蓋
し
非
常
の
果
断
を
以
て
、
彼
我
主
客
の
勢
を
一
変

す
る
に
在
り
。（
前
掲
『
史
料
』

八
一
八
頁
。

）

　

つ
ま
り
、
行
詰
つ
た
幕
府
の
対
米
政
策
に
対
す
る
烈
公
の
打
開

策
、
即
ち
「
彼
我
主
客
」
の
形
勢
一
変
の
た
め
、
烈
公
は
具
体
的

に
「
出
交
易
策
」
を
建
議
し
て
ゐ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
烈
公
の
書
簡
の
中
か
ら
、
そ
の
具
体
例
を
挙
げ
て
み

よ
う
。

　
　

･

但
願
之
通
、
拙
老
墨
国
へ
被
遣
儀
に
候
は
ゞ
、
参
り
度
者
は

誰
に
而
も
参
り
候
様
、
御
達
に
相
成
、
浪
人
は
勿
論
、
百
姓

町
人
等
の
二
三
男
、
…
召
連
り
（
れ
カ
（、
墨
夷
に
而
交
易
致
度
品
は
、

拙
老
扱
二

中
次
一

に
而
致
候
は
ゞ
、
た
と
へ
拙
老
初
於
二

彼
地
一

殺
さ
れ
候
共
、
日
本
の
御
不
為
に
は
相
成
間
敷
、
又
中
納
言

此
地
に
居
候
へ
ば
、
水
戸
に
障
り
も
無
レ

之
、
又
百
姓
町
人

等
も
、
元
よ
り
二
三
男
を
被
レ

下
候
故
、
是
亦
如
何
様
相
成

候
と
て
、
其
家
元
は
此
地
に
無
レ

恙
有
レ

之
候
へ
ば
、
不
レ

厭

事
に
御
座
候
云　

　

々
。（
前
掲
『
史
料
』、

八
一
九
頁―

八
二
〇
頁
）

　

こ
こ
に
は
、
烈
公
自
ら
士
族
、
百
姓
町
人
等
を
連
れ
、
米
国
に

渡
航
し
て
彼
地
に
お
い
て
直
接
交
易
す
る
と
い
ふ
、
遠
大
な
構
想

を
建
言
し
て
ゐ
る
。

　
　

･

右
願
之
通
り
、
百
万
金
被
レ

下
、
大
艦
大
砲
製
候
に
も
い
た

せ
、
苟こ
う

安あ
ん

之
尊
慮
に
て
万
々
一
に
も
諸
夷
の
商
館
、
江
戸
へ

御
立
は
、
何
れ
の
道
不
二

御
宜
一、
…
江
戸
中
へ
諸
夷
の
商
館

御
立
に
相
成
候
へ
ば
、
御
後
悔
は
如
見
候
へ
ば
、
何
と
か
品

よ
く
御
断
り
に
相
成
候
様
仕
度
…
日
本
は
他
の
品
を
不
レ

用
、

日
本
国
中
の
品
に
て
、
事
欠
候
儀
は
有
二

御
座
一

間
敷
、
事
欠

候
儀
御
座
候
は
ゞ
、
御
制
度
に
て
如
何
共
可
二

相
成
一

候
、
且

墨
夷
の
み
な
ら
ず
、
諸
夷
江
戸
へ
集
候
上
は
如
何
に
も
御
指

支
に
相
成
候
事
、
只
今
よ
り
見
え
申
候
云　
　

云
（
前
掲
同
、
八
二
二

頁―

八
二
三
頁
。
）

　

以
上
に
は
、
江
戸
の
地
に
お
け
る
異
国
の
商
館
設
置
は
、
決
し

て
わ
が
国
益
に
な
ら
な
い
の
で
、
こ
れ
を
断
る
こ
と
、―

つ
ま

り
日
本
は
他
国
の
商
品
に
頼
ら
な
く
と
も
、
国
内
の
も
の
で
充
分

賄
へ
る
。
今
後
、
諸
外
国
の
商
館
が
江
戸
に
集
中
す
れ
ば
、
種
々

問
題
が
起
こ
る
の
は
間
違
ひ
な
い
。
そ
の
た
め
に
も
、「
出
交
易
」

を
実
行
し
て
、「
彼
我
主
客
」
の
形
勢
一
変
を
は
か
り
た
い
と
、

意
見
を
述
べ
て
ゐ
る
。

　

ま
た
、
烈
公
は
書
簡
の
末
尾
に
、
今
回
来
日
の
米
国
使
節
が
、

ど
ん
な
に
日
本
の
た
め
と
云
ひ
、
ま
た
親
切
な
言
動
を
も
つ
て
し

て
も
、
所
詮
こ
の
国
に
生
れ
育
ち
、
こ
の
国
の
恩
顧
を
蒙
つ
て
き

た
者
達
が
、「
日
本
の
た
め
」
と
い
ふ
言
葉
と
そ
れ
と
に
は
、
自
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ら
隔
絶
す
る
も
の
が
あ
る
。
い
ま
、
こ
の
国
家
未
曽
有
の
秋と
き

、
私

は
身
命
を
賭
し
て
国
家
の
た
め
に
奉
公
し
た
い
、
と
い
ふ
思
ひ
を

吐
露
し
て
ゐ
る
。
即
ち
、

　
　

･

初
而
此
度
拝
謁
致
候
人
類
、
何
程
口
上
に
て
御
懇
切
に
、
御

為
大
切
に
致
候
と
て
…
三
家
御
家
門
御
普
代
は
申
迄
も
無･

レ

之
外
様
迚
も
、
二
百
余
年
御
厚
恩
に
相
成
、
公
辺
御
為
を

存
上
候
人
々
に
而
、
墨
夷
に
て
御
為
と
申
と
、
一
日
之
論
に

は
有
レ

之
間
敷
候
へ
ば
、
嫌
疑
を
も
不
レ

厭
、
此
段
存
分

各
お
の
お
の

方
迄
御
相
談
旁
御
咄
申
進
候
云
々
（
同
上
、
八
二
三

頁―

八
二
四
頁
。）

㈣

　

以
上
、
烈
公
の
書
簡
を
と
ほ
し
て
、
烈
公
の
対
外
政
策
に
対
す

る
遠
大
な
構
想
と
、
そ
れ
の
実
現
の
た
め
の
容
易
な
ら
ぬ
決
意
と

を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
勿
論
、
こ
れ
に
は
肝
胆
相
照
ら
す
家
臣

た
ち
と
の
、
長
年
に
亘
る
議
論
の
蓄
積
が
あ
つ
た
。
し
か
し
、
こ

の
意
見
書
の
執
筆
に
際
し
て
、
烈
公
は
敢
へ
て
近
臣
と
密
議
す
る

こ
と
も
せ
ず
、
独
断
で
構
想
を
ま
と
め
、
直
接
閣
老
に
訴
へ
出
て

ゐ
る
。
藩
の
家
老
た
ち
は
、
こ
の
こ
と
を
そ
の
後
に
聞
き
、
幕
府

の
嫌
疑
を
お
そ
れ
て
、
密
か
に
閣
老
に
返
却
を
願
出
て
ゐ
る
。
こ

の
経
緯
を
つ
ゆ
知
ら
ず
、
烈
公
は
手
元
に
あ
る
書
簡
の
包
紙
に
、

　
　

･

本
文
書
付
、
十
一
月
十
五
日
認
指
出
可
レ

申
と
存
（
候
）
処
、

御
城
付
早
登
城
ニ
付
、
十
六
日
指
出
候
処
何
等
の
事
も
不
二

申
来
一、
十
二
月
六
日
づ
ら
と
封
じ
候
て
、
堀（
老
中
（田
よ
り
返
る
。

（
同
上
。
八

二
五
頁
。
）

　

と
手
書
し
て
ゐ
る
。

　

ま
た
、
栗
田
博
士
の
『
天
朝
正
学
』
に
は
、
こ
の
烈
公
の
書
簡

と
共
に
、「
亡
友
鈴
木
大
、
こ
の
書
の
末
に
書
し
て
云
」
と
し
て
、

鈴
木
大
の
一
文
を
掲
載
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
は
、
烈
公
書
簡
の
も

つ
真
の
意
味
、
か
つ
烈
公
の
真
面
目
が
十
分
に
語
ら
れ
て
ゐ
る
の

で
、
左
に
引
用
し
て
参
考
に
備
へ
よ
う
。

　
　

･

烈
公
の
明
鑑
卓
識
、
千
歳
不
出
世
、
固
よ
り
論
を
待
ず
と
雖

ど
も
、
攘
夷
の
説
を
以
て
、
人
或
は
疑
ひ
固
陋
と
す
る
も
の

あ
り
、
烈
公
の
攘
夷
を
旨
と
せ
し
は
、
国
威
を
張
に
汲
々
た

る
も
の
に
し
て
、
…
此
書
翰
を
以
て
之
を
徴
す
べ
し
、

　
　

･　

抑
当
時
堀
田
正
睦
老
中
の
首
席
に
当
り
、
柔
儒
無
識
、
蘭

学
者
の
言
を
偏
信
し
、
交
易
を
許
せ
ば
、
…
世
態
依
然
と
し

て
、
百
年
無
事
を
保
つ
も
の
と
し
、
内
は
京
師
及
諸
侯
の
情

勢
、
外
は
西
洋
各
国
競
争
の
景
况
、
何
も
の
た
る
を
知
ら
ず
、

所
謂
庸
人
誤
レ

国
も
の
に
し
て
、
烈
公
の
深
く　

皇
国
の
為

め
に
憂
ひ
給
ひ
し
所
な
り
、

　
　

･　

現
に
当
時
聞
く
こ
と
あ
り
、
岩
瀬
修
理
云
鎖
港
論
者
に
も

こ
ま
れ
ど
も
、
堀
田
の
如
く
交
易
さ
へ
許
せ
ば
、
百
年
無
事

と
す
る
に
は
尚
困
る
と
、
以
て
当
時
を
想
像
す
べ
し
、
今
此

御
書
翰
を
拝
し
て
往
時
を
感
慨
し
、
一
言
を
贅
し
て
、
参
考
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に
供
す
と
云
爾
。（『
天
朝
正
学
』、

二
三
二
頁
。

）

㈤

　

さ
て
、
明
治
天
皇
、
小
梅
邸
行
幸
の
前
年
、
即
ち
明
治
七
年
四

月
、
義
烈
両
公
奉
斎
の
常
磐
神
社
社
殿
が
落
成
し
、
同
年
五
月
十

二
日
遷
座
式
が
行
は
れ
た
。
神
社
創
建
に
際
し
て
は
、「
旧
領
士

民
一
同
、
先
君
義
烈
両
公
之
御
徳
義
、
欽
慕
之
余
」（
明
治
六
年
四
月
、

徳
川
昭
武
公
宛
、

栗
田
書
簡
。）
り
、
栗
田
博
士
ら
を
始
め
水
戸
有
志
が
発
起
し
、「
旧
領
士

民
」
の
奉
仕
に
よ
つ
て
、「
直
チ
ニ
社
地
ヲ
常
磐
村
偕
楽
園
の
東

ニ
相
シ
、
荊
棘
ヲ
闢
キ
工
事
ヲ
興
シ
、
社
殿
ヲ
創
建
ス
。
…
日
ナ

ラ
ズ
シ
テ
工
ヲ
竣
フ
」（『
常
磐
神
社

祭
神
記
』

）
と
い
ふ
が
、
両
公
の
崇
拝
は

同
神
社
の
創
建
以
前
、
す
で
に
江
戸
時
代
に
水
戸
以
外
の
地
に
お

い
て
も
行
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
ゐ
る
。（
拙
著
『
常

磐
神
社
史
』）

　

ま
た
、
栗
田
博
士
は
義
公
に
は
じ
ま
る
水
戸
の
学
問
思
想
が
、

近
世
の
日
本
に
お
け
る
国
民
思
想
の
形
成
に
果
し
た
役
割
に
つ
い

て
、
か
う
述
べ
て
ゐ
る
。

　
　

･

江
戸
時
代
の
思
想
界
に
、
重
大
な
る
役
割
を
も
つ
て
ゐ
た
水

戸
学
は
、
義
公
が
明
暦
三
年
彰
考
館
を
設
け
て
、『
大
日
本

史
』
の
編
纂
を
御
計
画
な
さ
れ
た
こ
と
が
、
そ
の
思
想
の
具

体
化
さ
れ
始
め
で
あ
つ
た
。
義
公
は
尊
王
と
い
ふ
こ
と
を
、

国
民
道
義
の
大
本
と
な
さ
れ
、
敬
神
崇
祖
を
国
民
生
活
の
帰

趨
と
御
考
へ
な
さ
れ
た
。（『
勅
語

講
義
』）

　

つ
ま
り
、
義
公
、
そ
の
遺
旨
を
継
述
さ
れ
た
烈
公
、―

両
公
の

究
極
的
目
標
は
、「
尊
王
」
を
「
国
民
道
義
」
と
し
て
、
国
民
生

活
の
土
台
に
「
敬
神
崇
祖
」
を
据
ゑ
た
所
謂
「
道
あ
る
世
」
即
ち

道
義
国
家
の
建
設
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
、
両
公
の
事
業
の
全
て
は
、

そ
の
目
標
達
成
の
た
め
、
企
画
実
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
博

士
は
述
べ
た
。
結
局
、
さ
き
の
旧
領
士
民
も
、
か
う
し
た
両
公
の

遺
徳
を
景
仰
、
崇
拝
す
る
に
至
つ
た
。
こ
れ
こ
そ
、
義
烈
二
公
崇

拝
の
渕
源
で
あ
つ
た
と
言
は
ざ
る
を
得
な
い
。

　

と
も
あ
れ
、
冒
頭
の
「
花
く
は
し
」
の
御
製
は
、
主
上
が
小
梅

邸
に
お
け
る
桜
花
と
と
も
に
、
義
、
烈
二
公
の
余
薫
に
叡
感
せ
ら

れ
、
そ
の
ご
感
懐
を
詠
じ
給
う
た
御
歌
と
拝
察
さ
れ
る
。

　

因
み
に
、
水
戸
近
郊
大
洗
町
の
景
勝
地
、
東
光
台
に
常
陽
明
治

記
念
館
が
建
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
記
念
館
は
、
田
中
光
顕
伯
の
発
案

に
よ
り
、
昭
和
四
年
地
元
有
志
の
協
力
を
得
て
、
当
地
に
創
設
さ

れ
た
。
田
中
伯
は
、
明
治
天
皇
の
ご
仁
徳
を
し
の
び
、
そ
の
英
姿

を
後
世
に
遺
し
た
い
と
念
願
し
て
、
等
身
大
の
御
尊
像
（
銅
像
）

を
同
記
念
館
に
奉
安
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
田
中
伯
が
宮
中
か
ら
拝

領
し
た
品
々
、
ま
た
尊
攘
派
の
志
士
た
ち
に
関
係
す
る
遺
品
等
を

同
館
に
収
蔵
、
一
般
に
も
公
開
し
て
ゐ
る
。
ま
た
、
同
館
敷
地
内

の
松
林
の
中
に
、
英
傑
藤
田
東
湖
像
が
建
ち
、
近
く
に
「
義
公
遺

愛
の
松
」
が
四
方
に
枝
を
張
つ
て
壮
観
な
姿
を
見
せ
て
ゐ
る
。
こ

の
辺
一
帶
に
は
変
ら
ぬ
松
籟
と
と
も
に
、
明
治
天
皇
の
ご
仁
徳
と
、
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義
公
以
来
の
水
戸
の
余
香
が
今
な
ほ
、
爽
や
か
に
漂
つ
て
ゐ
る
。

な
ほ
、
明
治
天
皇
、
皇
后
両
陛
下
は
明
治
二
十
三
年
十
月
二
十
六

日
よ
り
二
十
九
日
迄
、
水
戸
に
行
幸
啓
遊
ば
さ
れ
、
両
陛
下
還
御

の
翌
三
十
日
に
は
教
育
勅
語
が
発
布
さ
れ
た
。
勅
語
渙
発
に
先
立

ち
、
栗
田
博
士
は
侍
講
元
田
永
孚
の
需
に
応
じ
、『
神
聖
宝
訓
広

義
』
を
起
草
し
て
、
侍
講
に
呈
し
て
ゐ
る
。「
盖
し
、
啓
沃
に
資

す
」
と
は
、
碩
学
内
藤
耻
叟
の
言
葉
で
あ
る
が
、
と
く
に
勅
語
と

本
書
と
の
密
切
な
関
係
、
即
ち
本
書
が
勅
語
成
立
に
関
し
て
、
大

き
な
役
割
を
果
し
た
点
は
特
筆
に
価
す
る
。
そ
れ
は
、
水
戸
に
お

け
る
維
新
と
伝
統
の
あ
か
し
に
他
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
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